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1810010 日高 ﾋﾀﾞｶ 1 日立市 日立市 川　　　尻 ○ S27.10.21

1810020 会瀬 ｵｳｾ 1 日立市 茨城県 久　慈　町 ○ ○ S26.7.10

1810030 水木 ﾐｽﾞｷ 1 日立市 茨城県 久慈浜丸小 ○ S27.10.21

1810031 磯崎 ｲｿｻﾞｷ 1 ひたちなか市 茨城県 磯　　　崎 ○ ○ S27.11.24 H6.8.16

1810033 磯浜 ｲｿﾊﾏ 1 東茨城郡大洗町 茨城県 大　涸　沼 S27.11.24 (内水面)

1810035 松川 ﾏﾂｶﾜ 1 東茨城郡大洗町 大洗町 大　涸　沼 S56.9.11 (内水面)

1810040 白浜 ｼﾗﾊﾏ 1 行方市 行方市 きたうら広域 S38.7.23 H17.11.1 (内水面)

1810050 麻生 ｱｿｳ 1 行方市 茨城県 麻　生 S27.10.21 H17.11.1 (内水面)

1810060 小高 ｵﾀﾞｶ 1 行方市 行方市 麻　生 S27.10.21 H17.11.1 (内水面)

1810070 五町田 ｺﾞﾁｮｳﾀﾞ 1 行方市 行方市 麻　生 S27.10.21 H17.11.1 (内水面)

1810080 荒宿 ｱﾗｼﾞｭｸ 1 行方市 行方市 霞ヶ浦 S27.10.21 H17.11.1 (内水面)

1810090 志戸崎 ｼﾄｻﾞｷ 1 かすみがうら市 かすみがうら市 霞ヶ浦 S27.10.21 (内水面)

1810100 牛渡 ｳｼﾜﾀ 1 かすみがうら市 かすみがうら市 霞ヶ浦 S27.10.21 (内水面)

1810110 沖宿 ｵｷｼﾞｭｸ 1 土浦市 土浦市 霞ヶ浦 S27.10.21 (内水面)

1810120 木原 ｷﾊﾗ 1 稲敷郡美浦村 美浦村 霞ヶ浦 S34.12.15 (内水面)

1810130 安中 ｱﾝｼﾞｭｳ 1 稲敷郡美浦村 美浦村 霞ヶ浦 S27.10.21 (内水面)

1810140 広浦 ﾋﾛｳﾗ 1 東茨城郡茨城町 茨城町 大　涸　沼 S41.11.18 (内水面)

1810150 太田 ｵｵﾀ 1 神栖市 神栖市 常　陸　川 S44.9.6 H17.9.29 (内水面)

1810160 手賀 ﾃｶﾞ 1 行方市 行方市 霞ヶ浦 S48.5.16 H17.11.1 (内水面)

1830005 平潟 ﾋﾗｶﾀ 3 北茨城市 茨城県 平　　　潟 ○ ○ S26.7.10 H10.1.27

1830010 大津 ｵｵﾂ 3 北茨城市 茨城県 大　　　津 ○ ○ S26.7.10 H1.6.28

1830020 久慈 ｸｼﾞ 3 日立市 茨城県
久   慈   町
久慈浜丸小

○ ◎ S26.7.10

1830030 那珂湊 ﾅｶﾐﾅﾄ 3
ひたちなか市
東茨城郡大洗町

茨城県 那　珂　湊 2 ○ ○ S26.7.10 H6.5.9

1830040 波崎 ﾊｻｷ 3 神栖市 茨城県 はさき 3 ○ ○ S26.7.10 H17.7.27

（注）

１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法
律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。
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